
 

 

  

ご入学、ご進級おめでとうございます。 

  学校給食では、中学生の成長や健康の保持増進のためにエネルギー量や栄養のバランスを

考え、旬の食材や地場産物を取り入れて作っています。また、安心安全な給食を提供できる

ように細心の注意をはらっています。今年も１年間、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．湖北中学校の給食について 

○食数・・・約３８０食（生徒及び職員） 

○年間予定回数・・・１８２回 

○給食費・・・年間７４，２５０円（１食４１０円） 

※給食費は食材料費のみ。光熱水費、施設備品、その他消耗品費は市で負担しています。 

※令和８年度も我孫子市では、保護者負担を軽減するために第３子以降無償化及び第１子・

第２子への月額１，０００円の支援金給付があります。 

 ○給食関係職員・・・栄養士１名  委託調理員９名（(株)一冨士フードサービス） 

 ○給食・牛乳を止めたい場合・・・個々の事情により提供の停止を希望する場合は、保護者か

らの申請のうえで停止依頼書にご記入いただく必要があります。申請日を１日目として給

食の無い日を除いた５日目以降を返金することが出来ます。 

○医師の指示による食物アレルギー対応が必要な場合には、栄養士にお申し出ください。 

２．学校給食栄養量が定められています 

 基本的には 1 日の食事摂取基準の 1/3 の栄養量を給食からとるように設定していますが、家庭で

不足しがちなカルシウム、ビタミン B 群、ビタミン A などは学校給食で多めに補うように配慮され

ています。 
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３．たくさんの食品を使っています 

 色々な食品からバランスよく栄養をとるために、栄養量の他に食品構成（どのような食品群から

どのくらいの量をとるのが望ましいかを示したもの）を参考にしています。家庭の食事ではとりに

くい、豆類、いも類、種実類、藻類は多めに設定されています。 
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４．地産地消に取り組んでいます 

千葉県は農林水産業が盛んな県です。特に６月の県民の日、１１月の千産千消デー、

１月の学校給食週間などで千葉県の恵みを積極的に紹介しています。 

・お米は一年を通して我孫子でとれた「コシヒカリ」を使っています。 

・地元農家や農産物直売所と契約し、市内でとれる旬の地元野菜などを使う 

「我孫子産野菜の日」を設けて食育に活用しています。 

 

５．手作りを心がけています 

和風の汁物のだしは昆布とかつお節・さば節で、洋風・中華風のスープは豚骨や鶏ガラからとっ

ています。カレーやシチューのルー、ドレッシングなどは、料理に合わせた調味料を使い給食室で

手作りしています。「原材料がはっきりしている、安心安全なものを食べてもらいたい」との思いか

ら、調理員さんの手作りを心掛けています。  

学校給食の目標 

新年度の給食が始まります

令和８年度 我孫子市立湖北中学校 

①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

②日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができ

る判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

③学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及

び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

⑤食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を

深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

⑦食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 
資料 「学校給食法」 

 


